
な
お
、
こ
れ
を
緩
和
し
住
民
一を
対
象
区
戚
と
し
て
い
る
。
公

負
担
を
軽
減
す
る
管
え
は
な
い

一共
減
歩
に
つ
い
て
は
事
業
の
決

か。

一定
に
伴
っ
て
半
を
決
定
す
る
。

箸

東

部
地
鼠
開
発
事
業
一
地
域
開
発
は
、
住
民
の
協
力
な

問
今
回
提
出
さ
れ
た
予
算
一
が
実
情
で
あ
り
、
こ
の
ま
ま
推
↑
間
勤
労
者
住
宅
団
地
の
分
一
ロ
ー
リ
ン
グ
で
や
っ
て
い
き
た
一
は
、
刑
務
所
跡
地
整
備
と
の

一
↑く
し
て
整
備
で
き
な
い
も
の
で

の
補
正
財
源
は
、
国
、
県
に
大
一
移
す
る
と
対
前
年
伸
び
率
は
九
一援
を
、
制
度
化
す
る
考
え
は
あ
一ぃ

。

一

体

的

都

市

後

能

を

図

り

た

い

と

一あ
る
が
、
特
に
減
歩
の
問
題
は

き
く
依
存
者
し
て
い
て
、
市
税
一
%
ぐ
ら
い
に
と
ど
ま
り
、
数
年一
る
か
。

一

住
宅
金
融
公
庫
の
貸

、付
業
務
一
い
う
目
標
か
ら
、
世
相
官
民
地
区
は
J
且
援
で
あ
る
。
従
っ
て
、
住
民

収
入
を
見
て
い
な
い
が
、
市
税
一来
に
な
い
低
率
が
予
想
さ
れ
一

ま
た
、
住
宅
金
融
公
庫
の
融
一受
託
に
つ
い
て
は
、
全
国
の
多
一
国
道

一
回
。
号
線
以
南
で
琢
美
一参
加
の
中
で
住
民
に
不
利
益
の

収
入
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
一
る
。

一資
申
込
み
は
、
建
築
確
認
申
請
一く
の
市
で
建
築
確
認
業
務
を
執
一
小
よ
り
藤
川
間
約
二
六
ヘ
ク
タ
一生
じ
な
い
よ
う
努
力
す
る
。
な

一話
さ
れ
た
い
。
一
税
収
が
こ
の
よ
う
に
伸
び
な
一
の
あ
と
で
申
込
み
と
な
る
の
一
行
し
て
い
る
繊
闘
で
は
、
委
託
一
ー
ペ
朝
気
地
区
は
、
刑
務
所
一
ぉ
、
財
叡
に
つ
い
て
国
、
県
等

答

市
税
収
入
は
、
依
然
と
一
い
た
め
、
基
準
財
政
需
要
領
に
一
で
、
貸
付
業
務
壱
公
庫
か
ら
受
一
を
受
け
て
市
民
の
利
便
を
図
っ
一
束
通
り
か
ら
身
延
線
ま
で
の
間
一
か
ら
確
保
す
る
た
め
に
努
力
し

関
市
長
の
政
治
安
勢
に
つ
一
に
対
す
る
責
任
で
は
な
い
か
。
一
し
て
根
強
い
不
況
の
影
響
を
受
一
対
す
る
基
準
財
政
収
入
額
の
均
一託
す
る
考
え
は
あ
る
か
。
さ
ら
一
て
レ
る
の
で
、
本
市
で
も
建
築
一
で
、
南
端
は
、
東
小
学
校
復
附
一て
い
き
た
レ
。

い
て
、

二
期
八
年
間
の
締
め
く
一

答
現
在
の
地
方
財
政
は
困
一
け
て
お
り
、
十
月
末
現
在
の
推
一
衡
が
と
れ
な
く
な
る
の
で
、
そ
一
に
、
市
独
自
の
住
宅
建
築
資
金
一確
認
業
務
の
全
商
移
管
の
時
点
一
近
ま
で
の
約
三
一
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
一

く
り
と
し
て
、
反
省
す
べ
き
は
一腹
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
L
市一
討
を
見
て
も
、
現
計
予
算
に
計
一
の
分
地
方
交
付
税
の
交
付
額
が
↑
の
融
資
苦
行
う
考
え
は
あ
る
一で
検
討
し
て
い
き
た
い
。
一

反
省
し
、
十
ヶ
年
の
計
一闘
も
出
一民
君
主
多
段
化
の
一
途
を
た
一
上
し
た
額
を
確
保
す
る
こ
と
が
一
上
回
っ
て
き
た
も
の
で
、
今
回
一
か
。

一

市
独
自
の
融
資
制
度
も
、
金
一

脊

柱

側

わ

ん

症

及

び

登

校

拒

否

児

日

計

十

位

協

同

町

一民

主

将

が

ぽ

語

れ

れ

約

十

お

れ

れ

一

日

刊

誌

れ

わ

れ

れ

れ

一

h
度

問

九

時

t
M
M
一汁
寸
並
行
し
て
考
え
て
い
一

童

生

徒

の

現

状

と

対

策

に

つ

い

て

急

に

表

明

す

る

こ

と

が

、

市

民

一

ぃ

。

一

因

が

み

つ

か

ら

な

い

と

い

う

の

一

当

財

痕

と

し

た

も

の

で

あ

る

。

一

総

合

計

画

の

中

で

、

一

ニ

ケ

年

の

一

一

間

段
近
、
児
童
生
徒
に
、
一
窓
、
早
期
発
見
と
治
放
、
机

・

J
a
-
-
E十
四
年
度
は
新
総
合
計
画
一

E

一

一
脊
柱
側
わ
ん
症
が
地
え
て
い
一
腰
掛
の
号
数
の
適
合
等
、
家
庭

副

一

に

越

っ
き
、
骨
格
的
予
算
で
い
一

北

部

コ

ミ

ュ

ニ

テ

ィ

ー

セ

ン

一

刑

務

所

跡

地

周

辺

の

土

地

区

画

7
0
そ
の
対
策
を
ど
う
考
λ

て
一と
も
連
絡
を
と
っ
て
対
処
し
て

，d

一
く
誕
祭
を
作
っ
て
い
る
段
階
一

タ

!

の

建

設

は

弱

年

度

に

一

一
い
る
か
。

一い
き
た
い
。

市

一
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
三
選
出
一

一

整

理

は

ど

の

範

囲

で

行

う

の

か

一

ま
た
、
型
昂
岡
市
石
市
市
し
子
一

ま
た
、
登
校
聖
一
は
小
学
校

一

一
応
に
つ
い
て
は
、
市
民
の
動
向
一

間

市
民
怠
加
、
行
動
す
る
一る
。
民

主

々

議

市

政

を

進

め

て

一

一

と

い

わ

れ

る

啓

一

校

拒

奇

児

童

生

一五
名
、
中
学
校
七
名
い
る
が
、

一

一
を
ど
う
判
断
す
る
か
が
必
要
一
市
政
を
推
進
す
る
河
口
市
政
と
一い
く
?
え
か
ら
も
、
市
民
同
志
一
間
刑
務
所
跡
地
を
依
と
し
一
は
ど
の
範
囲
か
。
ま
た
、
住
民
一
徒
の
現
状
と
対
策
は
ど
う
か
。
一
て
の
理
由
と
し
て
、
神
経
症
の

』
一
で
、
現
段
階
で
は
申
し
上
げ
ら

τて
は
、
口
出
近
、
対
話
の
回
数
一が
先
ず
話
し
合
い
を
す
る
場
を
一
て
、
河
辺
の
土
地
区
画
整
理
を
一
の
闘
心
は
公
共
減
歩
率
で
あ
る
一

答

存
柱
側
わ
ん
症
は
小
学
一
も
の
、
自
閉
症
の
も
の
、
勉
強

調

EEむ
一

れ

な

い

。

一

が

減

っ

て

レ

る

と

聞

い

て

い

一も
ち
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
造
ハ
一
計
画
し
て
い
る
が
.
対
象
区
域
-
が
、
ど
の
程
度
に
な
る
予
定
か
。
一
校
に

一
八
九
名
、
中
学
校
に
こ
ぎ
ら
い
の
も
む
、
家
庭
環
境
に

画

制

一

i
i
i
i
i
i
i
i
!
i
i
i
!
i
i
i
i
gSE
i
-
s
iss
i
-
-=i
i
i
j
i
g
s
E
ご
九
名
お
り
、
妥
隠
し
て
い
る
こ
よ
る
も
の
票
考
え
ら
れ
、
担

一

明

一

1
1
J11
1
1
1
1
1
1

合
計
画
の
越
喜
怒
が
年
度
当
め
て
彊
喪
主
義
を
も
っ
大
犯
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
主
固
か
ら
の
通
達
も
あ
り
、
注
意
一任
教
師
、
生
活

・
主
指
導
主

量

嶋

一

年

1
専

は

ヰ

，
ぇ
↑
」
で
ど
倒
立
さ
れ
、
人
間
尊
重
、
事
業
の
皇
、
ま
た
、
高
度
化
、
民
の
皆
様
の
負
託
に
応
え
る
た
一す
る
よ
う
指
示
さ
れ
て
い
る
。

一票
家
庭
を
訪
問
し
、
教
育
相

盾

酬

の

一

生

活

優

先

を

越

本

目

標

と

す

る

多

俗

化

し

た

市

民

沼

要

に

則

し

め

、

是

々

非

々

の

立

場

巷

堅

持

一

学

校

と

し

て

は

、

盗

勢

の

注

一

談

・
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
。

型
車
川
一
印
府
市
議
会
議
長
上
田
英
文
市
政
の
推
進
が
、
三
者
会
談
の
た
福
祉
の
充
実
、
厳
し
い
不
況
し
て
、
公
正
に
し
て
明
る
い
議
一

区

制

一

叩

府

市

議

会

副

議

長

清

水

清

富

問

題

な

ど

大

き

な

波

紋

は

あ

り

と

低

成

長

経

済

に

お

け

る

市

民

会

運

営

会

力

を

傾

注

し

て

ま

一

帯

那

地

区

の

簡

易

水

道

遥

備

一

ま

し

た

が

、

停

滞

す

る

こ

と

な

生

活

の

防

衛

な

ど

問

題

ほ

山

積

い

り

た

い

と

念

願

い

た

す

も

の

一

設

置

の

見

通

し

は

'
に

一

l
'

・
v

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
く
苅

第 40号
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(1) 

胡

1 2月定例会二二

十
二
月
定
例
市
綴
会
は
、
十
二
月
十
一
日
に
招
集
さ
れ
、
会
期
を
十
九
日
ま
で
の
九
日
間
と
決
め
、
市
長
か
ら
提

出
さ
れ
た
甲
府
都
市
計
画
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
等
六
件
、
昭
和
五
十
三
年
度
甲
府

市
一
般
会
計
補
正
予
算
等
八
件
、
請
負
契
約
の
締
結
等
十
件
、
市
道
路
線
の
認
定
二
件
の
計
二
十
六
案
件
を
審
醸

し
、
当
局
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
こ
と
に
決
し
ま
し
た
。

ま
た
、
初
日
に
は
九
月
定
例
市
議
会
か
ら
継
続
審
査
の
昭
和
五
十
二
年
度
各
会
計
決
算
五
件
の
認
定
と
、
最
終
日

に
は
、
一
般
消
貸
税
新
設
反
対
に
関
す
る
意
見
曹
の
提
出
を
決
め
ま
し
た
。

一
般
・
特
別
会
計
補
正
予
算

十
一
億
六
千
八
百
五
十
一
万
千
円
を
可
決

一
般
質
問
は
、
十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
三
日
間
に
わ

た
り
、
武
川
和
好

(
共
度
党
)
、
長
潮
正
左
衛
門
(
市
政
ク
)
、

秋
山
懐
次
郎
(
自
民
党
)
、
樋
口
精
一
(
社
会
党
)
、
早
川

光
因

〈
公
明
党
)
の
五
議
員
が
、
各
党
派
を
代
表
し
て
、
市

長
の
政
治
盗
勢
、
刑
務
所
跡
地
利
用
と
区
画
整
理
事
業
、
観

光
行
政
、
教
育
行
政
、
勤
労
者
住
宅
団
地
等
に
つ
い
て
活
発

な
質
問
を
展
開
し
ま
し
た
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
す
。

市
長
三
選
出
馬
表
明
は

補

正

予

算

の

財

源

措

置

に

つ

い

て

中ンて束ン てるすのがり えを
で タ い 西 タ ま い 市 る で 、 減 答る推
あ I <南 lたき政市は私少 が進
りの方北の、たと政などし対どす
、併向に建コいしをいもて話うる
ま設でい設ミ。て推。がいのか 必
ず吾、ずにユ の進積減る問。要
兆も地れつニ 証書し極らの数 が
部合万はいテ 勢、的しはは あ
にめ行設てィ を行にて事前 る
五検政置は l 保動対い実年 と
十討セし、七 っす話るだよ 考

に当等十決故市三 .....，...-冒 て五
可局二三定に長十十 1..，;."l!I，司 い 年
決原件年等係か一月 ..;オ~J る度
し案者度のわら日臨 t.，~酒量1 。を
まの審ー専る提に時1+_'-坦享E 目
しと議般決損出関市I.iD.D. 途
たおし会処寄さか富豊 富--"，，:;;:1 に
。り、計分賠れれ会 面~aI 建
承い補二償たまは阪盛時霊園 設
認づ正件の医し、 I~記事a を
並 れ 子 、 額 療 た 十 L回圃孟d 考
びも算五の事 c 月 え

12月定例会日程

日 |限日 | 日 程

I R I開会、決算審査特別委員長報
12・111月 |皆、提案理由義明

12 I 火 |議案調査のため休会

13 I 水 |質疑及び市政一般質問

14 I木

15 i金

16 I土

17 I 日

18 I月

19 I火

委員会付託。

各常任委員会

休会

各常任委員会

各常任委員長報告、。閉会

月

勤
労
者
住
宅
団
地
分
譲
と
住
宅

建

築

資

金

融

資

制

度

に

つ

い

て



国
に
対
し
て
は
補
助
率
の
引
き

上
げ
、
起
債
条
件
の
改
普
、
ま

た
県
に
対
し
て
は
、
水
源
開
発

に
対
す
る
県
知
補
助
を
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
通
し
て
強
力
に
要
請

し
、
可
能
な
限
り
市
民
の
負
担
て

軽
減
に
努
め
る
よ
う
要
望
を
付
一

し
、
議
案
第
一
二
七
条
昭
和
五
一

十
三
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
補
一

日

正

予

算

(第
五
号
〉中
所
管
分
、
一

1

一

月

議

案

第

一
二
九
号
昭
和
五
十
三
一

2

年
度
甲
府
市
下
水
道
事
業
特
別
一

年

会

計
筒
正
予
算
(
第
四
号
)
、一

a

“

‘

一

5

議
案
第

一
=
一
九
号
、
第

一
四

O
一

和

号

請

負

契

約

の

変

更

契

約

締
結

昭
議
案
第
一
一
一
四
号
議
会
の
議
一職
員
給
与
条
例
の

一
部
改
正
、一

議
案
第

一
一
三
八
百
甲
府
都
市
一
担
金
の
な
諜

・
徴
収
に
当
っ
て
一

に
つ
い
て
議
案
第

一
四

一
号、

一
員
の
報
酬
及
び
貸
用
弁
償
等
に

一議
案
第

一
一
一
五
号
特
別
職
の
駿
一
計
図
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
一
は
、
事
業
区
岡
崎
内
に
あ
る
股
地
-
第
一
回
二
号
、
第

一
四
三
号
、

一
閃
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ

一員
で
時
鋤
の
も
の
の
期
末
手
当
一
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
一
に
対
す
る
取
り
扱
い
を
合
め
、

一第

一
四
四
号
、
第
一
四
五
号
訴

一
い
て
は
、
特
に
費
用
弁
償
に

つ
一に
腿
す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
一
つ
い
て
は
、
公
共
下
水
道
事
業
一慎
重
な
配
慮
を
要
望
し
、
議
案
一
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
十

一
い
て
、
今
日
の
経
済
実
態
に
見
一議
案
第
一
一

一七
日
昭
和
五
十
一
一
一
一
に
係
る
受
益
者
負
担
金
の
負
担
一
第

一
三
四
号
昭
和
五
十
三
年
度
一

一
案
は
、
全
員
異
議
な
く
当
局

一
合
っ
た
旅
債
の
改
定
並
び
に
会
一
年
度
甲
府
市
一
般
会
計
補
正
予
一
率
三
分
の

一
を
五
分
の

一
に
改
一
甲
府
市
水
泊
事
業
会
計
補
正
予
一
原
案
の
と
お
り
可
決
す
る
も
の

り

一
識
に
出
席
し
た
際
の
日
当
営
石
(
第
五
号
)
中
所
管
分
、
議
王
し
、

市
民
負
担
の
軽
減
を
図
五
(
第
二
号
)
に
つ
い
て
は
、
↑と
決
し
ま
し
た
。

一
制
度
の
確
立
を
前
向
き
に
検
討
一集
第
一
四
六
号
、
第
一
四
七
号
一
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ニ
一
委
員
会
は
水
道
事
業
の
広
紙
一

'

h

一
し
、
議
会
活
動
の
万
全
が
期
せ
一日
間
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て
の
一
れ
に
関
連
し
て
委
員
か
ら
、
負
一的
、
公
共
的
役
割
を
ゐ
ま
え
、
一

ε
一
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
し
、
ま
一七
案
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
一

i
z
E
E
Z
E
a
s
--
E
S
E
-誓
E
-
E
S
E
S
E
-
s
a
s
s-g
a
g
S
E
-
-SS
E
-

一
た
、
議
案
第
ご

二
号
甲
府
市
-
全
員
異
議
な
く
当
局
原
案
の
と

だ
一
峨
員
給
与
条
例
の

一
部
改
正
、

一お
り
可
決
す
る
も
の
と
決
し
ま

一
議
案
第

一
二
三
号
甲
府
市
学
校
一し
た
。

会
一

一-

一

一

位

向

費

指

針

支

一

又

t
こ
開
示
'5

ま
司
も
』
且
ヨ
一

一山

一

息

地

tz車
業
言

E
大
L
V
R伊
」

3
z
o
重
E量
匡

一

一一

一

般
消
品
質
税
に
つ
い
て
税
担
は
必
歪
で
あ
り
、

且
っ
そ

縮

さ

せ
、
わ
が
国
経
済
の
健

一

一一
制
調
査
会
は
、
去
る
九
月
十
の
税
を
消
費
者
に
上
積
み
で
全
な
発
展
を
阻
害
す
る
も
の
一

会

一…
二
日
に
鼠
案
告
発
表
し
、
政
き
な
い
と
き
は
、
集
者
の
自
で
あ
り
ま
す
。

剣

一一
附
は
こ
れ
を
基
に
昭
和
五
十
己
負
担
と
な
り
、
企
業
税
の
よ
っ
て
甲
府
市
議
会
は
、
↑

剛

一一
五
年
か
ら
実
施
す
る
構
え
で
性
格
を
お
び
た
も
の
で
あ
り

一
般
消
使
税
の
新
設
に
反
対

一

刻

一…
あ
り
ま

す

。

ま

す

。

す

る

も

の

で

あ

り

ま

す

。

す

ロ

こ
の
税
は
、
国
民
の
所
得
今
日
、
中
小
企
業
の
倒

産

省

、
地
方
自
治
法
第
九
十
…

舵

一一
の
高
低
に
か
か
わ
り
な
く
税
が
相
次
ぎ
深
刻
な
不
況
の
も
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

一

時

一一
負
担
を
さ
せ
る
も
の
で
、
所
と
で
は
、
個
人
消
費
を
さ
か
意
見
曾
を
提
出
す
る

一

制

一…
得
の
低
い
人
ほ
ど
重
い
負
担
ん
に
し
、
園
内
需
要
を
活
発
昭
和
五
十
三
年

…

皮

一~
と
な
る
逆
累
進
性
の
大
衆
課

化
す
る
以
外
に
な
い
と
い
わ
十
二
月
十
九
日

u

m
一一
税
で
あ
り
ま
す
。

れ
て
い
る
と
き

に

、

こ

の

税

甲

府

市

議

会

一

5

口

ま

た

、
商
工
業
者
は
そ
の
の
新
設
は
、
国
民
の
実
質
収

.

ロ
税
を
泊
費
者
か
ら
徴
収
し
て
入
の
減
損
、
消
費
の
減
退
、
内
閣
総
理
大
臣
戸

高
政
府
に
納
め
る
義
務
を
負
物
価
の
上
昇
の
素
因
を
つ
く
大

‘蔵

大

臣

}
あ
て

-

E

ぃ
、
従
っ
て
繁
綾
な
事
務
負
り
、
更
に
小
売
業
活
動
を
萎
通
商
産
業
大
臣
-

一

一
置
相
官
で
あ
り
な
が
ら
公
平
を
欠
二
学
校
施
設
、
備
品
等
の
整
一

一
い
て
い
る
。
絡
差
是
正
の
た
め
一
備
状
況
を
総
合
的
に
点
検
し
、

一
市
脳
内

'

申
R
M
明

達

一
律
等
に
つ
い
て
賢
し
、
特
に
今
一の
は
次
の
と
お
り
で
す
。
百
成
金
増
額
の
措
置
を
論
じ
ら
一
う
ク
に
な
っ
て
い
る
部
分
を
一

v

d
蘭

民
謡

一
回
問
題
と
な
っ
た
公
文
轡
汚
染
二
館
員
の
報
酬
、
品
質
用
弁
償
一
れ
た
い
。
一
摘
出
し
、
計
画
的
か
っ
速
や
か
一

r'
・tι
E十

1'軒
L
E
a

-
破
棄
、
支
払
通
知
轡
原
符
の
焼
一等
に
つ
い
て
、
今
日
の
経
済
状
一
一

母
子
寮
の
存
在
、
入
寮
者
一に

整

備

す

る

こ

と

。

一

採

択
さ
れ
た
も
の

一
却
、
自
動
車
借
上
料
の
私
的
使
一況
等
を
勘
案
し
、
実
情
に
合
う
一
の
資
格
、
手
続
き
等
の
周
知
を
一
一
学
校
図
書
館
司
世
間
の
人
件
一
〔
総
務
委
員
会
〕

一
用
に
つ
い
て
、
論
議
が
交
わ
さ
一
ょ
う
検
討
す
る
こ
と
。
三
図
り
、
現
施
設
の
改
善
を
図
る
一費
に
つ

い
て
は
、
P
T
A
に
そ
一

O
一
般
消
費
税
新
設
反
対
(
山

一

れ

ま

し

た

。

二

監

査

事

務

局

の

充

実

に

っ

て

』

と

。

一

の

負

担

が

か

か

っ

て

い

る

が

、
一
梨
県
生
活
協
同
組
合
連
合
会
長

一
ま
た
、
荒
川
ダ
ム
建
設
事
業
一い
て
は
、
適
正
な
駿
負
数
の
確
一
一

側
溝
汚
泥
の
収
集
、
処
理
一
こ
れ
が
軽
減
措
置
を
講
ず
る
こ
了
塚
原
粛
造
ほ
か〉

一
貨
の
変
更
問
題
、
刑
務
所
移
転
一保
等
、
責
任
あ
る
態
努
の
確
立
?
体
制
の
改
醤
を
図

る
と
と
も
一と

。

一

O
一
般
消
費
税
の
新
設
反
対

諮
問
零
時

一
一
-
一
一
一
一
号
昭
和
五
十

二

第

五

号

)

中

所

管

分

、

議

案

一

に

伴

う

組

之

内

町

の

土

地

区

画

-

を

図

る

こ

と

。

一

に

、

産

業

有

害

廃

棄

物

の

処

理

士

国

民

健

康

保

険

事

業

の

、

一

〈

山
烈
県
水
産
物
商
業
協
同
組

年
度
甲
府
市
病
院
事
業
会
計
一
第
一

二
八
号
昭
和
五
十
三
年
度

一
整
理
事
業
の
見
過
し
、
平
瀬
浄
二
事
務
事
業
の
総
点
検
を
さ
一
に
つ
い
て
は
、
万
全
を
期
す
る
一二
億
五
千
万
円
余
の
剰
余
金
に
一
合

・
飯
島
哲
ほ
か
)

高
正
予
算
(
第
二
き
に
つ
い
一
甲
府
市
公
益
質
量
業
特
別
会
一
閉
会
中
継
審
査
に
な
っ
て
い
一去
最
し
と
効
率
的
執
行
、

一

次
に
、
本
市
職
員
定
数
量
一水
場
の
パ
ル
プ
決
定
等
に
つ
い
一ら
に
行
い
、
充
実
し
た
行
政
執
一
こ
え
一
つ
い
て
は
、
被
保
険
者
へ
の
還
一

¥
l
i
d
-
/
l

甲

一
て
は
、

長

上
必
要
な

2
1予算
〈
第
一
芝

、
議
一た
昭
和
五
十
二
年
度

一
塁

計

一財
政
調
室
金
の
君
、
起
債
一似
都
市
と
の
比
較
退
職
勧
奨
一
て
質
疑
が
あ
り
ま
し
た
。

一行

を

進

め

る

こ

と

。

一

;

尿

収

集

業

者

に

対

す

る
一元
的
錨
置
を
図
り
、

2
1
b属
鳥
川

一護
に
つ
い
て
、
病
院
診
療
側
と
一集
第
三
一

0
5
昭
和
五
十
三
年
“及
-
平

一
件
の
特
別
会
計
決
算
一

Zび
に
対
す
る
今
後
の
財
政
一制
度
改
習
の
効
果
、
主
査
資
格
一
審
査
の
結
果
、
安
負
か
ら
出
一
一

職
員
長
規
採
用
に
あ
た
一
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
よ
り
効
五
の
軽
減
に
努
め
る
こ
と
。

二

a
m
d
Eア
寸
U

一市
長
の
福
祉
施
策
と
が
一
体
と
一
度
甲
府
市
交
通
災
害
共
済
事
業
一の
審
査
は
、
十
一
月
二
十
一
日
一運

営

見
通
し
に
つ
い
て
質
し
一
者
の
処
遇
、
犠
員
の
綱
紀
と
規
一
さ
れ
た
意
見
・

3主
な
も
一
つ
て
は
、
募
集
蓄
を
出
す
時
一巣
あ
ら
し
め
る
た
め
適
切
な
包
一
下
水
道
大
津
幹
線
の
用
地
二

p
t
E

一
な
っ

て、

そ
の
実
現
を
検
討
す
一
特
別
会
計
補
正
予
算
〈第

一
号

と

か

ら

二

十

九

日

ま

で

六

日

間

に

一

度

一点
で
厳
島
忠
実
態
を
慎
重
一
導

・
聖

書

ぃ

、

市

民

サ

]

取
得
が
難
航
し
て
い
る
よ
う
だ
二

司

五

積

立

判

一計
日
UM--
段一
U
M
M

刊
誌
刊
誌
一日付訪日訪問
品
一鴻
〉

白

石

町

村

ト

ー

す

賛

す

れ

ば

守

E
V
E
-
-設
五
引
;
す

一
甲
府
市
一

般
会
計
補

正
予
算
一
の
と
決
し
ま
し
た
。

一二
月
定
例
会
で
一
般
会
計
決
旦

司

度

三
身
障
者
福
祉
に
つ
い
て
、
二
本
市
の
観
光
対
策
子
宮
一
年
連
転
開
始
を
指
し
努
力
す
一
第
四
十
号
の
「
市
議
会
だ
よ
り
」

一

一
は
多
数
で
、
十
一

件
の
特
別
A
E
一
世

年

一歩
道
の
点
字
プ
ロ
ッ
ク
修
理
は
一
は
、
他
都
市
と
比
較
し
て
少
三
る
こ
と
。
一
は
、
早
い
も
の
で
創
刊
以
来
十

一

一
計
決
算
は
全
員
異
議
な
く
認
定
一

」

百

昨

山

l

↑
速
や
か
に
行
い
、
自
転
車
道
の
一
い
。
今
後
は
、
ぶ
ど
う
y
l
r
一
一

甲
府
刑
務
所
跡
地
開
発
に
一
才
の
新
年
を
迎
え
ま
し
た
。
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回
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度
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十
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